
資料－２水防法等の改正

○平成２９年６月１９日水防法改正により，

以下のことが水防法で明示

・大規模氾濫減災協議会の創設

（第１５条の１０）

・市町村長による水害リスク情報の

周知制度の創設（第１５条の１１）

・災害弱者の避難について地域全体での支援

（第１５条の３）

・民間を活用した水防活動の円滑化

（第１９条）

・浸水拡大を抑制する施設等の保全

（第１５条の６ ）
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